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第3回生活保護システム等標準化検討会 次第

＜⽇時・場所＞

令和7年1⽉22⽇（⽔） 16:00〜18:00 オンライン開催（Zoom）

＜議題＞

I. 開会

II. 議事

1.標準仕様書2.1版の改版想定

2.第5回全国意⾒照会の結果共有

3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

4.未来の業務のあり⽅WTの検討状況の共有

5.今後の検討会等の開催案内

6.その他

III.閉会

＜配布資料＞

資料１ 事務局資料（本紙）
資料２ 全国意⾒照会回答票（⽣活保護システム）
資料３ 全国意⾒照会回答票（レセプト管理システム）
資料４ 標準仕様書2.1版（案）_⽣活保護システム
資料５ 標準仕様書2.1版（案）_レセプト管理システム

説明資料
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1.標準仕様書2.1版の改版想定

1.1. 標準仕様書2.1版の改版内容

 帳票レイアウト・帳票詳細要件・機能要件等の各要件について、法制度改正等を踏まえて更新を⾏っております。
 標準化PMOの意⾒や全国意⾒照会の意⾒を踏まえて、各要件について軽微な更新を⾏っております。

説明資料

改版内容改版理由

ü 進学・就職準備給付⾦や医療扶助制度
等の各法制度改正に伴い、機能要件や帳
票レイアウト・帳票詳細要件等の修正を実
施しています。

法制度
改正

その他

ü 標準化PMOでの意⾒や全国意⾒照会の
意⾒を踏まえて、機能要件において重複し
ている⽂⾔の修正等を⾏っております。

ü また、標準化PMOの意⾒を踏まえて、「ペー
ジ番号」等のシステム印字項⽬の追加、印
字編集条件の修正を⾏っております。

• 進学・就職準備給付⾦
• 医療扶助制度
• 就労⾃⽴給付⾦
• 境界層該当証明書

• 標準化PMOの意⾒
• 全国意⾒照会における
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備考 この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。（※は福祉事務所使用欄）

社保区分

施術券及び施術報酬請求明細書（柔道整復）
（ 分）施術年月

再発行の文言 地区担当員名

取扱担当者

有効期間開始日 有効期間終了日から まで交付番号

氏名 生年月日 住所

指定施術者名 傷病名（部位）

社保割合

本人支払額

年 月 日

福祉事務所
受付日

月 日文書番号

自治体名称 印
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氏名指定施術者
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振込先支店名 振込先預金種類 振込先口座番号

上記の金額の受領を

師会（理事）長 または 代理人 に委任します。

委
任
状

進学・就職準備給付金申請書

様式番号

記
1 世帯主の氏名

2 申請者の生年月日

3 進学・就職する先（大学等名、会社名等）

名称

4 進学・就職後の居住先（該当する□にチェックを入れてください。）

 進学・就職前の住宅と同じ

 転居により進学・就職前と異なる住居に居住（居住（予定）地をご記載ください。）

居住（予定）地

5 就職の場合、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由

6 関係書類

（1）進学の場合

① 入学手続に着手していることが確認できる書類として、以下のいずれか

• 入学金を納付したことを証明する書類の写し

• 入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し

• 入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学手続が完了したことを証明

する書類等の写し

② 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し等

③ その他支給決定にあたり必要な書類

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書や賃貸借契約時の見積書

の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでにこれらの書類を提出してください。

（2）就職の場合

① 就職する見込みであることが確認できる書類として、以下のいずれか

• 内定通知書、事業主の発行する就職証明書等

• 個人事業主の場合、個人事業の開業届の写し

• その他確実に就職先に就職することを証する書類

② 就職に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し等

③ その他支給決定にあたり必要な書類

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、就職先の内定通知書や賃貸借契約時の見積書の写し

等を添付した上で、後日、就職するまでにこれらの書類を提出してください。

申請者 住所又は居所

（進学する者又は就職する者）

氏名

個人番号

進学・就職準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。

年 月 日
宛先自治体名称

敬称宛先役職名 宛先氏名

世帯主氏名

申請者生年月日

申請者住所

福祉事務所
受付日

月 日

文書番号

個人番号

二次元コード・バーコード

大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定

した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 ① 都道府県

② 団体内で複数の福祉

事務所を設置（例：政令指
定都市、一部の中核市

等）

③ 団体内で一つの福祉
事務所を設置（例：②以外

の市区町村）

要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

1. 生活保護申

請・決定（変更
等含む）

1.8. 保護変更 変更登録 修正 71 71 0211848 0210158 過支給が発生した場合に、収入充当(次回支給月以後)、戻入、追給との調整、法80条返還免除

のいずれかを選択し、登録・修正・削除・照会できること。その場合、過支給と追給分の調整は、
過支給可支給が発生した月と異なる月との間で調整できないようにすること。
・現金の返納として処理した場合でも、決定前であれば収入充当予約に変更できること。

・収入充当は複数月での認定が可能で、充当回数、終了月の設定、端数は終了月合算・分離・
初回月合算の選択ができること。
・基準額の過払及び一時扶助は相互に収入充当（相殺）が可能であること。

過支給が発生した場合に、収入充当(次回支給月以後)、戻入、追給との調整、法80条返還免除

のいずれかを選択し、登録・修正・削除・照会できること。その場合、過支給と追給分の調整は、
可支給が発生した月と異なる月との間で調整できないようにすること。
・現金の返納として処理した場合でも、決定前であれば収入充当予約に変更できること。

・収入充当は複数月での認定が可能で、充当回数、終了月の設定、端数は終了月合算・分離・
初回月合算の選択ができること。
・基準額の過払及び一時扶助は相互に収入充当（相殺）が可能であること。

◎ ◎ ◎ 【2.1版】

・機能要件を変更（誤字のため）

令和10年4月1日

1. 生活保護申
請・決定（変更

等含む）

1.9. 進学・就職準備給付
金

進学・就職準備給付
金申請書の作成

修正 1 1 0211820 0210190 以下の帳票を作成できること。
・進学・就職準備給付金申請書

以下の帳票を作成できること。
・進学準備給付金申請書

◎ ◎ ◎ 【2.1版】
・機能要件を変更

・法制度改正に伴って、機能要件を修
正

令和10年4月1日

1. 生活保護申

請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付

金

進学・就職準備給付

金の申請登録

修正 1 1 0211821 0210191 以下の情報を登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・出身高校区分（全日制・定時制・通信制・その他）
・進学先・就職先

・進学先の学校区分（大学・短期大学・専修学校（専門課程）・専修学校（一般課程）・各種学校・
職業能力開発校・高等学校（専攻科）・中等教育学校後期課程（専攻科）・その他）

・進学後の居住先・就職後の居住先

以下の情報を登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
・出身高校区分（全日制・定時制・通信制・その他）
・進学先

・進学先の学校区分（大学・短期大学・専修学校（専門課程）・専修学校（一般課程）・各種学校・
職業能力開発校・高等学校（専攻科）・中等教育学校後期課程（専攻科）・その他）

・進学後の居住先

◎ ◎ ◎ 【2.1版】

・機能要件を変更
・法制度改正に伴って、機能要件を修
正

令和10年4月1日

1. 生活保護申

請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付

金

進学・就職準備給付

金の決定登録

修正 1 1 0211822 0210192 進学・就職準備給付金の決定情報を登録・修正・削除・照会できること。 進学準備給付金の決定情報を登録・修正・削除・照会できること。 ◎ ◎ ◎ 【2.1版】

・機能要件を変更
・法制度改正に伴って、機能要件を修

正

令和10年4月1日

1. 生活保護申
請・決定（変更

等含む）

1.9. 進学・就職準備給付
金

進学・就職準備給付
金決定調書情報の

確認

修正 1 1 0211823 0211132 進学・就職準備給付金決定調書情報をシステム上の画面で確認できること。 進学準備給付金決定調書情報をシステム上の画面で確認できること。 ◎ ◎ ◎ 内部帳票はシステム上の画面での確認という手法を
想定している。

【2.1版】
・機能要件を変更

・法制度改正に伴って、機能要件を修
正

令和10年4月1日

1. 生活保護申
請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付
金

進学・就職準備給付
金決定調書情報の
確認

修正 3 3 0211849 0211733 ・通知した対象者のケース番号、世帯主氏名、世帯員氏名（給付を受ける世帯員）、住所、発行
年月日、文書番号

・通知した対象者のケース番号、世帯主氏名、世帯員氏名、住所、発行年月日、文書番号 ◎ ◎ ○ 【2.0版】
・機能要件を変更
【2.1版】

・機能要件を変更
・給付を受けた世帯員氏名を確認する
ための機能として、明確にするために機

能要件を修正。

令和10年4月1日

1. 生活保護申

請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付

金

進学・就職準備給付

金決定通知の作成

修正 1 1 0211824 0210196 以下の帳票を作成できること。

・進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書

以下の帳票を作成できること。

・進学準備給付金支給（不支給）決定通知書

◎ ◎ ◎ 【2.1版】

・機能要件を変更
・法制度改正に伴って、機能要件を修
正

令和10年4月1日

1. 生活保護申
請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付
金

進学・就職準備給付
金決定通知の作成

修正 2 2 0211825 0211452 以下の帳票について、教示文の印字の有無を選択できること。その際、日本人のみの世帯につ
いては標準で有が選択、外国籍のみの世帯については標準で無が選択されており、それらを変
更する場合は警告が出るようにすること。

・進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書

以下の帳票について、教示文の印字の有無を選択できること。その際、日本人のみの世帯につ
いては標準で有が選択、外国籍のみの世帯については標準で無が選択されており、それらを変
更する場合は警告が出るようにすること。

・進学準備給付金支給（不支給）決定通知書

◎ ◎ ◎ 【2.1版】
・機能要件を変更
・法制度改正に伴って、機能要件を修

正

【2.0版】にて、機能ID：0210197から機能
ID：0211452に分割

令和10年4月1日

1. 生活保護申

請・決定（変更
等含む）

1.9. 進学・就職準備給付

金

進学・就職準備給付

金決定通知の作成

修正 3 3 0211826 0211453 以下の帳票について、自治体の状況に応じて、帳票に出力する教示文の文言を付加したり、置

き変えたりできること。
・進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書

以下の帳票について、自治体の状況に応じて、帳票に出力する教示文の文言を付加したり、置

き変えたりできること。
・進学準備給付金支給（不支給）決定通知書

◎ ◎ ◎ 【2.1版】

・機能要件を変更
・法制度改正に伴って、機能要件を修
正

【2.0版】にて、機能ID：0210197から機能

ID：0211453に分割

令和10年4月1日

3. 医療扶助 3.1. 医療券・調剤券の交
付

要否意見書作成 修正 7 7 0211842 0211483 福祉事務所分の継続医療券（調剤券・介護券・医療要否意見書）情報を本庁課で取りまとめ、印
刷できること。また、送付書が出力できること（連名簿については、宛先の指定医療機関等ごと

に、複数の福祉事務所情報を集約して印刷できること。）。

福祉事務所分の継続医療券（調剤券・介護券・医療要否意見書）情報を本庁課で取りまとめ、印
刷できること。また、送付書が出力できること（連名簿については、宛先の指定医療機関等ごと

に、複数の福祉事務所情報を集約して印刷できること。）。

○ ◎ ○ 【2.1版】
・機能要件を変更

・医療扶助の機能の項目に記載されて
いることが不適切と判断したため

令和10年4月1日

3. 医療扶助 3.1. 医療券・調剤券の交
付

要否意見書作成 修正 8 8 0211831 0210302 送付書を以下の各条件で作成できること。
・医療券のみの送付書

・医療要否意見書のみの送付書
・医療券と医療要否意見書の送付書

送付書を以下の各条件で作成できること。
・医療券のみの送付書

・医療要否意見書のみの送付書
・医療券と医療要否意見書の送付書

◎ ◎ ◎ 【2.1版】
・機能要件を変更

・機能要件の記載と帳票一覧の整合性
が取れていないため、文言を削除とす
る。

（なお、医療券のみの送付書、医療要
否意見書のみの送付書が存在するた
め、

令和10年4月1日

3. 医療扶助 3.1. 医療券・調剤券の交
付

要否意見書作成 修正 9 9 0211832 0210303 以下の情報について一覧で確認できること。
・要否意見書作成対象者

・要否意見書作成状況（新規・継続・精神疾患・訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・結核）
・要否意見書回収・未回収状況
・要否意見書は発行しているが、医療券は未作成となっている対象者

・病院の医療機関コード（都道府県コード+点数表コード含む）
・意見書の種別（医療要否意見書か給付要否意見書か）

・新規継続区分（生活保護新規・生活保護継続）
・病種（精神病か結核か一般病か歯科か）※医科か歯科かは点数表コードで判断できれば良
い。

・種類（外来か入院か訪問診療か訪問看護か訪問リハビリか）
・発行日
・承認期間（始期・終期）

・医療の要否（要、否）※複数のパラメーター管理ができれば良い。

以下の情報について一覧で確認できること。
・要否意見書作成対象者

・要否意見書作成状況（新規・継続・精神疾患・訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・結核）
・要否意見書回収・未回収状況
・要否意見書は発行しているが、医療券は未作成となっている対象者

・病院の医療機関コード（都道府県コード+点数表コード含む）
・意見書の種別（医療要否意見書か給付要否意見書か）

・新規継続区分（生活保護新規・生活保護継続）
・病種（精神病か一般病か歯科か）※医科か歯科かは点数表コードで判断できれば良い。
・種類（外来か入院か訪問診療か訪問看護か訪問リハビリか）

・発行日
・承認期間（始期・終期）
・医療の要否（要、否）※複数のパラメーター管理ができれば良い。

◎ ◎ ◎ 【2.1版】
・機能要件を変更

・生活保護上の取り扱いの記載や保護
手帳、医療扶助の運営要領と、機能要
件に相違があるため、文言を削除とす

る

令和10年4月1日

3. 医療扶助 3.1. 医療券・調剤券の交
付

医療扶助一括処理 追加 1 0211846 ・医療扶助に係る一括処理ができること。
・指定した条件で抽出した医療扶助について、一括で廃止処理及び継続処理ができること。

○ ○ ○ 【2.1版】
・機能要件を追加

・介護扶助においても同様の機能要件
があり、医療扶助においても介護扶助
と共通した機能を用いて業務を行うこと

が望ましいと判断したため

令和10年4月1日

改版イメージ

※ 詳細な改版内容は、別添の資料4「標準仕様書2.1版（案）_⽣活保護システム」、資料5「標
準仕様書2.1版（案）_レセプト管理システム」等をご覧ください。
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1.標準仕様書2.1版の改版想定

1.2. 標準仕様書2.1版の公表予定・適合基準日

n 標準仕様書2.1版は令和7年1⽉末に公表する予定です。
n  「標準仕様書の改定・運⽤に関する基本的な考え⽅」に基づき、標準仕様書2.1版の適合基準⽇は令和10年4⽉1⽇を想定
しております。

※ 参照︓「標準仕様書の改定・運⽤に関する基本的な考え⽅」2023年10月27日 デジタル庁地方業務システム基盤チーム

ü 標準仕様書2.0版から2.1版へのシステム

改修は、1年間程度の期間を要するものと

想定しております。

ü 標準仕様書2.1版の適合基準⽇は、2.0

版の適合基準⽇から1年後の令和10年

4⽉1⽇とする想定です。

説明資料
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2.第5回全国意⾒照会の結果共有

2.1. 第5回全国意⾒照会の集計結果

 第5回全国意⾒照会では法改正によって変更が⽣じた帳票要件等を中⼼にして意⾒の収集を⾏いました。
 システム別における全国意⾒照会における意⾒件数は、以下のとおりとなります。

説明資料

※1 意⾒数は、意⾒反映数/意⾒総数で表⽰しております。
※2 合計数から第2.0版への意⾒数を抽出して、参考として記載しております。

意⾒反映数/意⾒総数（※1）

レセプト管理システム⽣活保護システム
種別

その他帳票レイアウト帳票詳細要件機能帳票要件その他帳票レイアウト帳票詳細要件機能帳票要件

1/110/00/00/03/434/152/92/20機能追加

0/00/00/00/07/367/191/92/6機能修正

0/00/00/00/03/63/61/23/6機能削除

2/60/00/00/00/90/00/01/20実装区分変更

5/50/00/00/00/22/26/89/12誤記・整合性

0/30/00/00/05/334/190/23/10その他

8/250/00/00/018/12920/6110/3020/74
合計

8/2568/294

-----3/384/188/51
（参考）
第2.0版への意⾒（※2）
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3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

3.1. 意⾒の反映⽅針

n 第5回全国意⾒照会で頂いた意⾒について、以下の反映⽅針を原則として反映要否や反映内容を検討しております。
n 検討会では、反映内容を決めるにあたって、委員の皆様のご意⾒を踏まえたい内容について議論を⾏う想定です。

前提

ü ⽣活保護業務を⾏うために必要な機能が不⾜しているという、標準仕様書1.1版への意⾒に対応するために、標準仕様書2.0版において内部

帳票の帳票レイアウト・帳票詳細要件の定義を⾏い、監査のための機能要件を追加しました。

ü よって、標準仕様書2.0版は、現⾏の⽣活保護業務を⾏うために最低限必要な機能要件と帳票要件を網羅しているものと認識しております。

反映⽅針
（原則）

 標準仕様書2.0版は⽣活保護業務を⾏うための最低限の機能要件と帳票要件が定義されておりますが、以下のいずれかに該当する意⾒は有

用な指摘として反映する想定です。

（※帳票についての意⾒は下記①・②に該当するかの判断が難しいことも多いため、次年度以降の未来の業務のあり⽅WTの中で議論することも⼀案として想定しています。）

① 業務を⾏うために必要な要件や項⽬等が不⾜していることが、⽣活保護法や通知などの明らかな根拠に基づいて指摘されている場合

② 意⾒や理由、根拠等を踏まえて、複数⾃治体において有⽤なことが明らかに判断できる場合

議論対象の
意⾒

（原則）

ü 上記反映⽅針を踏まえて、検討会の議論対象となる意⾒は、以下の２つのいずれかに該当するものと想定しております。

① 明らかな根拠に基づいてはいないが、業務を⾏うために必要な機能要件が不⾜している可能性が⾼いと想定される意⾒

② 意⾒や理由、根拠等を踏まえて複数⾃治体において⼀定程度有⽤なことが想定されるが、事務局で判断できない場合

説明資料
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3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

3.2. 意⾒の取りまとめ結果の概要

 ⾃治体等から機能要件や帳票要件等に対して頂いた意⾒について、前項の反映⽅針に基づき検討を⾏いました。
 個別の意⾒における検討⽅針や反映有無、反映内容については別添の配布資料をご確認ください。
 反映⽅針を踏まえて、検討会委員の皆様のご意⾒を踏まえたい意⾒について、次項で協議を⾏います。

反映⽅針

• 生活保護法や通知等の根拠から追加や
修正を⾏う必要性が明確なものについては、
意⾒を反映しました。

• 委員の皆様の意⾒を踏まえて検討したい
内容について、次項以降で議論します。

意⾒の検討結果

• 機能要件、帳票、管理項⽬について、必

要とする⾃治体もいることを想定しているた

め、削除は実施しない想定です。

• 業務に必要な理由が不明であり、特定⾃

治体のみ有⽤と想定できることに加え、ベン

ダの開発状況も考慮した結果、実装区分

の変更は原則⾏わない想定です。

• 委員の皆様の意⾒を踏まえて検討したい
内容について、次項以降で議論します。

意⾒照会意⾒（例）

• 「XXX」の項目を追加してほしい

• 機能要件の管理項⽬や⽂⾔を

修正してほしい

• 不要な管理項⽬、帳票、機能

要件に該当するため削除してほ

しい

• 幣市に必要な機能のため、実
装必須機能にしてほしい

• 業務に必要な機能であるため、
実装必須機能にしてほしい

• 過剰な機能、実現が難しい機
能なので、標準オプション機能に
してほしい

機能追加・

修正

機能削除

実装区分

変更

以下のいずれかに該当する意⾒は有⽤な指摘として

反映する

① 業務を⾏うために必要な要件や項⽬等が不

⾜していることが、⽣活保護法や通知などの明

らかな根拠に基づいて指摘されている場合

② 意⾒や理由、根拠等を踏まえて、複数⾃治体

において有⽤なことが明らかに判断できる場合

※ 「誤記・整合性」の意⾒については、指摘の通り修正を⾏っております。
※ 記載内容を踏まえて、質問と判断したものについては回答を記載しております。また、既に標準仕様書の機能要件等で対応可能と想定される意⾒については、反映は⾏っておりません。

説明資料
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3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

3.3. 意⾒の反映に係る協議（検討会の論点の意⾒概要）

n 反映の要否、反映内容が懸念される意⾒について、有識者の皆様と協議を⾏います。
n 実装区分変更に関する意⾒と機能追加に関する意⾒について、検討会での議論を踏まえて反映内容を検討します。

説明資料

意⾒対象 意⾒分類 意⾒内容・意⾒根拠

• 機能要件

機能ID︓0211831
「納付方法においては、コンビニ収納に対応する
こと。」（※1）

要件の考え方
「インターフェースについては、データ要件・連携
要件で定めずに、収納代⾏業者のフォーマットの
項目に準拠することとする。」

実装区分
変更

• 「収納代⾏業者のフォーマットの項⽬に準拠すること」となると、代⾏業者
独⾃のインタフェースに合わせての対応が必要となるため、全ての収納代
⾏業者の仕様に合わせての対応が難しいと思われます。

• 「収納代⾏業者のフォーマットの項⽬に準拠することとする。」と記載するの
であれば、「必須機能」ではなく、「オプション機能」としていただきたい。

• 帳票要件
「46_境界層該当証明書（添付資料）」
（※2）

機能追加

• 帳票「46_境界層該当証明書」の添付資料について、表中の（1）〜
（5）の「減額される自己負担（月額）」と「減額される自己負担（月
額）合計」について、履歴管理が出来るよう⾦額のシステム印字項目を追
加すべきである。

• 境界層該当者の状況によっては、毎年証明書が必要になるため、境界層
該当者の⾃⼰負担額の履歴管理が必要になる。

No

1

2

意⾒
発出者

システム
開発事業者

⾃治体

※1 システム開発事業者からの意⾒であり、開発に⽀障が出る恐れがあるため、検討会の場で議論した上で、反映可否・反映内容を検討することが、特に望ましい意⾒と考えております。
※2 法改正の対象帳票であり、検討会の場で議論した上で、帳票要件の反映可否・反映内容を検討することが、特に望ましい意⾒と考えております。
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3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

3.4. 意⾒の反映に係る協議（実装区分の変更）

n ⽣活保護システムにおける納付⽅法の機能要件への意⾒について、システム調達や当機能を実装するにあたっての懸念点を伺っ
たうえで、要件の考え⽅の記載内容を協議します。

議論資料

要件の考え⽅・理由
③ 団体内で一つの福祉事
務所（例︓②以外の市区

町村）

② 団体内で複数の福祉事
務所（例︓政令指定都市、

一部の中核市等）
① 都道府県機能要件機能ID

インターフェースについては、データ要件・連携要件で定めずに、収納
代⾏業者のフォーマットの項⽬に準拠することとする。⽇本代理収納
サービス協会が定める「GS1-128 シンボルによる標準料⾦代理収
納ガイドライン」に基づくものとする。
（上記ガイドライン以外の事業者独自フォーマットへの対応可否は、
収納代⾏事業者とシステム開発事業者との協議により決定することを
想定している。）

○◎○納付方法においては、コンビニ収納に対応すること。0211831

【意⾒概要】
• 「収納代⾏業者のフォーマットの項⽬に準拠する」となると、代⾏事業者独⾃のインタフェースに合わせての対応が必要となり、全ての収納代⾏業者の仕様に合わせることは難しい。
• 「収納代⾏業者のフォーマットの項⽬に準拠する」と記載するのであれば、「必須機能」ではなく、「オプション機能」としていただきたい。

【確認事項】
• ⾃治体委員各位においては、システム調達における懸念等があればご意⾒を伺いたいです。

• オブザーバーベンダー各位においては、「標準料⾦代理収納ガイドライン」を踏まえて当機能を実装するにあたっての懸念点等があれば伺いたいです。

【事務局の反映内容（想定）】
• 全ての収納代⾏事業者のフォーマットに対応したシステムを開発することは、困難であることを認識しました。

⼀⽅で、当機能要件は政令指定都市要件であることから実装区分の変更は難しいものと認識しております。また、当機能を必要とする⾃治体もいることが想定されます。

• ⽇本代理収納サービス協会が定めている「GS1-128 シンボルによる標準料⾦代理収納ガイドライン」に準拠する旨を、要件の考え⽅に追記する想定です。
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3.第5回全国意⾒照会の反映⽅法の協議

3.5. 意⾒の反映に係る協議（機能追加）

n 帳票「46_境界層該当証明書」の添付資料に対する意⾒について、⾃⼰負担額の履歴管理が必要か、過剰なシステム印字項
⽬でないかを確認した上で、システム印字項⽬とするか協議を⾏います。

追加予定のシステム印字項⽬（オプション）
「減額される⾃⼰負担（⽉額）」

追加予定のシステム印字項⽬（オプション）
「減額される⾃⼰負担（⽉額）合計」

【意⾒内容】
• 帳票「46_境界層該当証明書」の添付資料について、「減額される⾃⼰負担（⽉額）」と「減

額される⾃⼰負担（⽉額）合計」について、履歴管理が出来るようシステム印字項⽬を追加

すべき。

• 境界層該当者の状況によっては、毎年証明書が必要になるため、境界層該当者の⾃⼰負担

額の履歴管理が必要になる。

【事務局の反映内容（想定）】

• 帳票について、システム印字項目（オプション）を追加する想定です。

• また、⾃⼰負担額を⼊⼒できるように機能要件（標準オプション機能）を追加する想定です。

【確認事項】

• ⾃治体委員各位においては、⾃⼰負担額の履歴管理の必要性を伺いたいです。

• オブザーバーベンダー各位においては、⾃治体から同様の要望を受けたことがあるか、過剰なシス

テム印字項⽬でないか等について、意⾒を伺いたいです。

帳票「46_境界層該当証明書」の添付資料への反映内容（想定）

議論資料
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4.未来の業務のあり方WTの検討状況の共有

4.1. 今後のWTの予定

n 第6回WTにおいては、第5回WTまでの議論を踏まえた効率化・改善された⽣活保護業務像（案）について、議論を⾏う想定
です。

概要テーマ回数

訪問予定の整理〜訪問〜訪問後の業務
訪問前における準備等を含む

ケースワーク①
（訪問関連）

第1回
（8月）

就労・⾃⽴⽀援など、被保護者の⾃⽴に向
けた各種支援業務

ケースワーク②
（⾃⽴⽀援等）

第2回
（9月）

被保護者の⾃⽴を助⻑するためにケース
ワーカーが⾏う業務全般（⽣活保護申請・
決定・訪問・⾃⽴⽀援・各種調査等含む）

ケースワーカーの⾏う業務
（4回目・5回目のテーマを除く）

第3回
（10月）

医療扶助・介護扶助に係る業務
（医療券発券・介護券発券等の事務処
理）

ケースワーカーの⾏う業務
（医療扶助・介護扶助）

第4回
（11月）

保護費⽀給（⽀給における経理処理・窓
⼝⽀給等）、返還⾦や徴収⾦の起案処理
等、債権管理（督促・催告・納付）

適正化に向けた調査等

ケースワーカーの⾏う業務
（経理・返還⾦・債権管理）

第5回
（12月）

第5回WTまでの議論を踏まえた、効率化・
改善された生活保護業務像（事務局案）
についての議論

効率化・改善された⽣活保護業
務像

第6回
（2月）

検討テーマ 第6回WTでの議論（想定）

※ 事務局にて別途、効率化・改善された⽣活保護業務像のイメージ図を作成する予定です。

ü 効率化・改善された⽣活保護業務の全体像について、委員の皆様の想定と認識に相

違がないか等について、意⾒を頂く想定です。

説明資料
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4.未来の業務のあり⽅WTの検討状況の共有

4.2. 標準仕様書への反映内容（想定）の共有

n WTで議論された内容を踏まえて、現⾏業務の問題点、効率化・改善された⽣活保護業務像、実現に向けた課題を整理した上
で、新しい機能要件や帳票要件、業務フロー等を作成し標準仕様書に反映を⾏う想定です。

説明資料

標準仕様書への反映内容（想定）

大項目 中項目 機能名称

改定種別
（直前の版から改
定した項目の種

別）

機能名称
枝番

機能ID 機能要件 ① 都道府県

② 団体内で複数の福
祉事務所を設置（例：政
令指定都市、一部の中

核市等）

③ 団体内で一つの福
祉事務所を設置（例：②

以外の市区町村）
要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問予定の
作成・管理

1 021XXXX 被保護者ごとの訪問格付けに基づいて、被保護者の定
期訪問の予定を地区担当員ごとに自動で作成で出来る
こと。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問予定の
作成・管理

2 021XXXX 被保護者に対して、定期訪問・随時訪問の予定を連絡で
きること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問予定の
作成・管理

3 021XXXX 被保護者の定期訪問・随時訪問の予定をシステムに登
録・修正・削除・照会できること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 1 021XXXX 訪問先において、タブレット端末により、生活保護システ
ムの情報にアクセスし、受給者の情報（世帯構成、他
法、収入、医療・介護扶助）を照会できること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 2 021XXXX 訪問先において、タブレット端末を用いて、タッチペンに
よる手書き又は定型文入力により訪問記録を登録・修正
できること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 3 021XXXX タブレット端末に保存した情報（画像データ・訪問記録
等）を生活保護システムに取り込むことができること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 4 021XXXX 訪問先において、被保護者の収入申告・資産申告・一時
扶助申請等をタブレット端末を用いた電子申請により、
受け付けることが出来ること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 5 021XXXX 被保護者からの問い合わせ内容や質問を入力でき、制
度や既存の通知内容を踏まえて、入力内容に応じた回
答候補を自動で提示できること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日

2. ケース
ワーク

2.2.訪問支援 訪問支援 6 021XXXX 訪問先において、被保護者と地区担当員との会話内容
を録音し、ケース記録を自動で作成できること。

◎ ◎ ◎ 令和X年X月X日
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5.今後の検討会等の開催案内

5.1. 第6回WT・第4回検討会の開催予定

n 第6回WTでは効率化・改善された⽣活保護業務像（案）について、WT参加者の皆様と協議する想定です。
n 第4回検討会においては、効率化・改善された⽣活保護業務像について、検討会の委員の皆様に承認頂きます。また、次年度以

降の検討事項等を提⽰し、意⾒を頂く想定です。
n 各会議体の⽇程は、別途調整しご案内いたします。

説明資料

開催予定の会議体 協議内容（想定）

• 第6回WT
（2/17⽇週の開催を想定）

• 第5回WTまでの議論を踏まえて事務局で作成した、効率化・改善された⽣活保護業務像（案）をWT
の参加者に提⽰する想定です。

• 効率化・改善された⽣活保護業務像（案）について、委員の皆様の想定や認識と相違がないか等につい
て意⾒を頂き、議論を⾏う想定です。

• 第4回検討会
（3/3⽇週の開催を想定）

• 第6回WTの意⾒を踏まえて最終化した、効率化・改善された⽣活保護業務像を提⽰し、委員の皆様と内
容について協議し、承認を頂く想定です。

• 次年度以降の対応事項や検討事項等を提⽰し、委員の皆様からご意⾒を頂く想定です。
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6.その他

6.1.  標準化に向けての意⾒交換

n 標準化に向けての懸念点や課題について、意⾒交換を⾏いたいと思います。
n 頂いた意⾒は、次年度以降の検討において参考にいたします。

以下の点において、懸念点や課題があれば、ご意⾒をお聞かせください。

• システムの調達・開発

• 他の標準準拠システムとの連携

• 今後の⽣活保護システム標準仕様書の改版

• 今後のデータ要件・連携要件の改版等における懸念点や課題

議論資料

意⾒の観点
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